
Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
第１章〜 第８章 (略) 

 
     第９章 通信 
 
 第１節 通信の種類等 
 

（通信の種類等） 
第 42 条 通信には、次の種類があります。 
 ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種類

はデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 
種類 内容 

（略） （略） 
データ通信モード (1) パケット交換⽅式により契約者回線からの通信においては 50Mb/s 以下、契約者回

線への通信においては 337.5Mb/s 以下で符号の伝送を⾏うためのもの 
(2) （略） 

（略） （略） 
 
第 43 条〜第 44 条 
 
第２節〜第４節 （略） 
 

第 10 章〜 第 14 章 (略) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章〜 第８章 (略) 
 
     第９章 通信 
 
 第１節 通信の種類等 
 

（通信の種類等） 
第 42 条 通信には、次の種類があります。 
 ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種類

はデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 
種類 内容 

（略） （略） 
データ通信モード (3) パケット交換⽅式により契約者回線からの通信においては 50Mb/s 以下、契約者回

線への通信においては 262.5Mb/s 以下で符号の伝送を⾏うためのもの 
(4) （略） 

（略） （略） 
 
第 43 条〜第 44 条 
 
第２節〜第４節 （略） 
 

第 10 章〜 第 14 章 (略) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
料⾦表 
 
通則（略） 
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 
  １ 適⽤ 
 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1)Ｘｉの基本

使 ⽤ 料 の 適
⽤ 

ア Ｘｉの基本使⽤料には、次の料⾦種別があります。 
(ア) ⼀般契約に係るもの 

区分 基本使⽤料の料⾦種別 
Xi 総合利⽤プラン Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）

Ｘｉカケホーダイライトプラン 

データ専⽤プラン Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉデータプラン（ルーター） 

(イ)  定期契約に係るもの 
区分 基本使⽤料の料⾦種別 

Xi 総合利⽤プラン Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）

Ｘｉカケホーダイライトプラン 

データ専⽤プラン Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉデータプラン（ルーター） 

イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
ただし、Ｘｉカケホーダイライトプランは、次の（ア）⼜は（イ）のいずれかを満たしている場合に限り

選択できます。 
 （ア）そのＸｉについて、第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するデータ定額パック（らくらく
    パック、データ S パック（⼩容量）、シェアパック 10（⼩容量）及びビジネスシェアパック 10 は除きま
    す。以下この欄において同じとします。）のいずれかを選択していること。 
 （イ）そのＸｉが、共有対象回線（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいま
    す。）となる場合であって、その共有回線群（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定す 
    るものをいいます。）に係る共有代表回線（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定する
    ものをいいます。）の契約者がデータ定額パックのいずれかを選択していること。 
ウ〜タ （略） 

(１)の２〜 （略） 

 
料⾦表 
 
通則（略） 
 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 
 

基本使⽤料の適⽤ 
(1)Ｘｉの基本

使 ⽤ 料 の 適
⽤ 

ア Ｘｉの基本使⽤料には、次の料⾦種別があります。 
(ア) ⼀般契約に係るもの 

区分 基本使⽤料の料⾦種別 
Xi 総合利⽤プラン Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 

データ専⽤プラン Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉデータプラン（ルーター） 

 
 
(イ)  定期契約に係るもの 

区分 基本使⽤料の料⾦種別 
Xi 総合利⽤プラン Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 

データ専⽤プラン Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 
Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 
Ｘｉデータプラン（ルーター） 

 
イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ〜タ （略） 

(１)の２〜 （略） 



(４)（略） 

(4)の２ Ｕ25

応援割の適⽤ 

 

ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤
プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）の基本使⽤料について、Ｘｉ契約者の
選択により次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

 
区 分 基本使⽤料の割引額（⽉額） 

Xi カケホーダイライトプラン                           － 
上記以外のもの                        500 円

 
イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフ

リー）を除きます。）及び第３（通信料）の１の(8)の２に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパ
ックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択しているＸｉ契約者であって、次のいずれかに
該当する者に限ります。 
(ア) 満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約（その契約に係るＸｉが、(2)に規定する⾝体障がい者

等割引の適⽤を受けているものに限ります。以下この欄において同じとします。）⼜は定期契約を締結
している者。 

 (イ) 利⽤者（満 26 歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために本割引を
選択することに同意を得ている者（利⽤者との関係が親⼦その他当社が別に定める基準に適合する
者に限ります。）であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している者。 

ウ〜ケ （略） 
 

 
２ 料⾦額 

 
２－１ Xi に係るもの 

                                                       １契約ごとに 
 

区分 
料⾦額（⽉額） 
次の税抜額（かっ
こ内は税込額） 

Xi ⼀般契約
に係るもの

総合利⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円
（4,536 円） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円
（4,536 円） 

Ｘｉカケホーダイライトプラン ３,200 円
（3,456 円） 

データ専⽤
プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） ３,200 円
（3,456 円） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） ３,200 円
（3,456 円） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 2,700 円
（2,916 円） 

定期契約 総合利⽤ Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円

(４)（略） 

(4)の２ Ｕ25
応 援 割 の 適
⽤ 

ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤
プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。以下この欄において同じとします。）の基本
使⽤料について、Ｘｉ契約者からの選択により次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

 
基本使⽤料の割引額                    （⽉額） 

500 円 
 
 
イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン及び第３（通信料）の１の(8)の 
 ２に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選 
 択しているＸｉ契約者であって、次のいずれかに該当する者に限ります。 
 
(ア) 満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約（その契約に係るＸｉが、(2)に規定する⾝体障がい者 
等割引の適⽤を受けているものに限ります。以下この欄において同じとします。）⼜は定期契約を締結 
している者。 
 (イ) 利⽤者（満 26 歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために本割引を

選択することに同意を得ている者（利⽤者との関係が親⼦その他当社が別に定める基準に適合する者
に限ります。）であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している者。 

ウ〜ケ （略） 
                   

 
２ 料⾦額 

 
２－１ Xi に係るもの 
 

 
区分 

料⾦額（⽉額） 
次の税抜額（かっ
こ内は税込額） 

Xi ⼀般契約
に係るもの

総合利⽤
プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円
（4,536 円） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円
（4,536 円） 
 
 

データ専⽤
プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 3,200 円
（3,456 円） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 3,200 円
（3,456 円） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 2,700 円
（2,916 円） 

定期契約 総合利⽤ Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円



に係るもの プラン （2,916 円） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円

（2,916 円） 
Ｘｉカケホーダイライトプラン 1,700 円

（1,836 円） 
データ専⽤
プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 1,700 円
（1,836 円） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 1,700 円
（1,836 円） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 1,２00 円
（1,296 円） 

 
２－２ （略） 

   
  第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に係るもの プラン （2,916 円） 
Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円

（2,916 円） 
 
 

データ専⽤
プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 1,700 円
（1,836 円） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 1,700 円
（1,836 円） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 1,200 円
（1,296 円） 

 
       ２－２ （略） 
 
 第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  第３ 通信料 
   １ 適⽤ 
 

通 信 料 の 適 ⽤ 
（１）〜

（６）（略） 
（略） 

（６）の２Ｘ
ｉの通話モー
ド等による通
信料の適⽤ 

ア 基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤プランのＸｉ契約者は、通話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モ
ードによる通信（２（料⾦額）の２－１及び２－２（料⾦着信払取扱料、ワイドスター通信サービス 
の契約者回線等への通信に係るもの、Ｘｉサービスの契約者回線等への通信に係るもの、(19)のアの 
(ア)から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信を除きます。）に規定する料⾦
を適⽤する通信に限ります。）の料⾦について、その⽉間累計額（料⾦⽉単位で累計した額とし、総合
利⽤プランの選択前⼜は総合利⽤プラン以外への料⾦種別の変更後に利⽤した通信に係る料⾦額を
除きます。）の⽀払いを要しません。 

ただし、Ｘｉカケホーダイライトプランの適⽤を受けている場合であって、それぞれの通信時間について、 
300 秒を超えた時点から通信が終了した時点までの通信時間に係る料⾦（以下「ライトプラン通信料」
といい、この表において同じとします。）はこの限りでありません。この場合において、第１（基本使⽤
料）の１（適⽤）の(2)に規定する⾝体障がい者割引の適⽤を受けているときの、そのＸｉの契約者
回線からの 64kb/s デジタル通信モードによる通信（3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送
交換を⾏うための通信であって、当該料⾦⽉の末⽇までに終了したものに限ります。）に関する料⾦
（他社相互接続通信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを
含みます。）については、２（料⾦額）の規定にかかわらず、２の２－１の規定により算定した額を適
⽤します。 

イ Ｘｉ契約者が通信を開始した時点と終了した時点で適⽤を受けている基本使⽤料の料⾦種別が異な 
るときは終了した時点の基本使⽤料の料⾦種別の規定に従い算定します。 

ウ （略） 
(７)〜(12)の

２（略） 
（略） 

（13）複数回
線割引（ファミリ

ー割引の適
⽤） 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が総 
 合利⽤プランに係るＸｉのデータ通信モードによる通信の料⾦のうち、割引回線群（ウに規定する割引選
 択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄及び(14)において同じとします。）を構成する他 
 の契約者回線等のｉモード機能⼜は sp モード機能に係るメールアドレスを、送信先⼜は送信元とするⅰ
 モード電⼦メールの送受信に関する通信の料⾦については、ｉモード機能に係る付加機能使⽤料と合わ 
 せて定めるものをいいます。 
イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン（第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいま

す。）に係る定期契約を締結しているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等への通信に係
るライトプラン通信料（ (６)の２のアに規定するものをいいます。）について、次表のとおり取り扱います。

                                                       １契約ごとに
区分 割引額 

指 定 割 引
回 線 群 に
係 る 契 約

通話モードに係るもの ライトプラン通信料（料⾦⽉の末⽇までに
終了した通信に限ります。）に関する料⾦
について、⽀払いを要しません。 

 
 第３ 通信料 
  １ 適⽤ 
 

通 信 料 の 適 ⽤ 
（１）〜

（６）（略） 
（略） 

（６）の２Ｘ
ｉの通話モー
ド等による通
信料の適⽤ 

ア 基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤プランのＸｉ契約者は、通話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モ 
 ードによる通信（２（料⾦額）の２－１及び２－２（料⾦着信払取扱料、ワイドスター通信サービス 
 の契約者回線等への通信に係るもの、Ｘｉサービスの契約者回線等への通信に係るもの及び(19)のアの 
 (ア)から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信を除きます。）に規定する料⾦を 
 適⽤する通信に限ります。）の料⾦について、その⽉間累計額（料⾦⽉単位で累計した額とし、総合利 
 ⽤プランの選択前⼜は総合利⽤プラン以外への料⾦種別の変更後に利⽤した通信に係る料⾦額を除き 
 ます。）の⽀払いを要しません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ （略） 

(７)〜(12)の
２（略） 

（略） 

（13）複数回
線割引（ファミリ
ー 割 引 の 適
⽤） 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が総 
 合利⽤プランに係るＸｉのデータ通信モードによる通信の料⾦のうち、割引回線群（イに規定する割引選 
 択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄及び(14)において同じとします。）を構成する他 
 の契約者回線等のｉモード機能⼜は sp モード機能に係るメールアドレスを、送信先⼜は送信元とするⅰ 
 モード電⼦メールの送受信に関する通信の料⾦については、ｉモード機能に係る付加機能使⽤料と合わ 
 せて定めるものをいいます。 
イ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 



者回線への
通信 

64kb/s デジタル通信モードに 
係るもの 

その通信に関する料⾦の⽉間累計額に
0.60 を乗じて得た額をその⽉間累 
計額から差し引いた額を適⽤します。 

 
エ〜カ （略） 
キ 当社は、カに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 
  (ア) 〜  (カ)  （略） 
ク 本割引の適⽤の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した⽇からとします。ただし、次のいずれかに該
 当する場合は、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本割引を適⽤します。 
  (ア) 本割引の適⽤の廃⽌があったＸｉについて、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉に、カに規定する申
     出があったとき。 
  (イ) (15)に規定する定期契約に係る通信料⽉極割引の適⽤の廃⽌があったＸｉについて、その廃⽌
     があった⽇を含む料⾦⽉に、複数回線複合割引の適⽤を受けることとなったとき。 
  (ウ) ２年定期契約に係る通信料⽉極割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいま 
     す。）の適⽤を受けているＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合 
     であって、その契約の締結があった⽇を含む料⾦⽉に、カに規定する申出があったとき。 
ケ 当社は、本割引の適⽤を受けているＸｉについて、その割引代表回線に係る契約者から本割引の適⽤
 を廃⽌する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌します。この場合にお
 いて、その廃⽌のあったＸｉが割引代表回線であるときは、その割引回線群の中から新たに割引代表回 
 線を指定していただきます。 

(ア) ⼀般契約⼜は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。
(イ) 契約の解除があったとき。 
(ウ) キの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 
(エ) その他キに規定する条件を満たさなくなったとき。 

コ （略） 
サ 当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する全てのＸｉについて本割引の適⽤を廃⽌ 
 することがあります。 

(ア) 割引回線群に係る契約者が割引回線群に係る料⾦その他の債務について当社が定める⽀払 
   期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。 
(イ) その割引回線群を構成する割引選択回線が、キの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 

シ〜ソ （略） 
（注１）（略） 
（注２）ⅰモード電⼦メールの本⽂に記述されたＵＲＬから接続した場合の通信（当社が定める通信を
      除きます。）に関する料⾦については、セの規定を適⽤しません。 

（14）（略）  
 

（15）定期契
約に係る通信料
⽉極割引（ビジ
ネス通話割引の

適⽤） 

ア〜イ （略） 
ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン（第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいま

す。）の適⽤を受けているときは、次表に規定する定額料の⽀払いを要するものとし、そのＸｉの契約者
回線に係る(６)の２のアに規定するライトプラン通信料について、そのＸｉが属する指定割引回線群に
係る契約者回線⼜はその他の契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する
料⾦について、次表のとおり取り扱います。 

                                                       １契約ごとに

 
 
 
 
ウ〜オ （略） 
カ 当社は、オに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。  

(ア) 〜  (カ)  （略） 
キ 本割引の適⽤の開始は、オに規定する申出を当社が承諾した⽇からとします。ただし、次のいずれかに該 
 当する場合は、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本割引を適⽤します。 
  (ア) 本割引の適⽤の廃⽌があったＸｉについて、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉に、カに規定する申 
     出があったとき。 
  (イ) (15)に規定する定期契約に係る通信料⽉極割引の適⽤の廃⽌があったＸｉについて、その廃⽌ 
     があった⽇を含む料⾦⽉に、複数回線複合割引の適⽤を受けることとなったとき。 
  (ウ) ２年定期契約に係る通信料⽉極割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいま 
     す。）の適⽤を受けているＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合 
     であって、その契約の締結があった⽇を含む料⾦⽉に、オに規定する申出があったとき。 
ク 当社は、本割引の適⽤を受けているＸｉについて、その割引代表回線に係る契約者から本割引の適⽤ 
 を廃⽌する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌します。この場合にお 
 いて、その廃⽌のあったＸｉが割引代表回線であるときは、その割引回線群の中から新たに割引代表回 
 線を指定していただきます。 
(ア) ⼀般契約⼜は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 
(イ) 契約の解除があったとき。 
(ウ) カの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 
(エ) その他カに規定する条件を満たさなくなったとき。 
ケ （略） 
コ 当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する全てのＸｉについて本割引の適⽤を廃⽌ 
 することがあります。 
(ア) 割引回線群に係る契約者が割引回線群に係る料⾦その他の債務について当社が定める⽀払 
   期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。 
(イ) その割引回線群を構成する割引選択回線が、カの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 
サ〜セ （略） 
（注１）（略） 
（注２）ⅰモード電⼦メールの本⽂に記述されたＵＲＬから接続した場合の通信（当社が定める通信を

除きます。）に関する料⾦については、スの規定を適⽤しません。 
（14）（略）  

 
（15）定期契
約に係る通信料
⽉極割引（ビジ
ネス通話割引の
適⽤） 

ア〜イ （略） 
 
 
 
 
 
 



区分 定額料 
（⽉額） 

割引額 

（ア）（イ）以
外のもの 

（イ）指定割引回線群に係
る契約者への通信 
通話モードに
係るもの 

64kb/s デジ
タル通信モー
ドに係るもの

指
定
割
引
回
線
群
に
係
る
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
数 

２〜30 
 

－ その通信に関する
料⾦の⽉間累計
額に 0.10 を乗じ
て得た額 

その通信 
（料⾦⽉の
末⽇までに 
終了した通 
信に限りま 
す。）に関す
る料⾦につ 
いて、⽀払 
いを要しま 
せん。 

その通信に 
関する料⾦ 
の⽉間累計
額に 0.60 を
乗じて得た 
額 

31 〜100 
 

税抜額 477 円 
(税込額 515.16 円) 
 

その通信に関する
料⾦の⽉間累計
額に 0.20 を乗じ
て得た額 

101〜 
1000 

税抜額 667 円 
(税込額 720.36 円) 

その通信に関する
料⾦の⽉間累計
額に 0.30 を乗じ
て得た額 

  

エ〜カ （略） 
キ 本割引の適⽤の開始は、アに規定する選択があった⽇からとします。 
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本
 割引を適⽤します。 
   (ア)〜(ウ) （略） 
   (エ) 複数回線複合割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）の適⽤を受け 
      ているＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、その契約 
      の締結があった⽇を含む料⾦⽉に、そのＸｉについてオに規定する申出があったとき。 
ク 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃⽌する申出があった場合のほか、次のいず 
 れかに該当する場合には、本割引を廃⽌します。 
    (ア)〜(エ) （略） 

 (オ) その他カの規定のいずれかに該当することが判明したとき。 
ケ〜サ （略） 

 
第 4〜第７ （略） 

 
 

附則（平成 27 年 9 ⽉ 18 ⽇第 1155 号） 
（実施期⽇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ〜オ （略） 
カ 本割引の適⽤の開始は、アに規定する選択があった⽇からとします。 
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本 
 割引を適⽤します。 
  (ア)〜(ウ) （略） 
  (エ) 複数回線複合割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）の適⽤を受け 
      ているＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、その契約 
      の締結があった⽇を含む料⾦⽉に、そのＸｉについてエに規定する申出があったとき。 
キ 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃⽌する申出があった場合のほか、次のいず 
 れかに該当する場合には、本割引を廃⽌します。 
   (ア)〜(エ) （略） 

(オ) その他オの規定のいずれかに該当することが判明したとき。 
ク〜コ （略） 

 
 第 4〜第７ （略） 



１ この改正規定は、平成 27 年 9 ⽉ 25 ⽇から実施します。 
（経過措置） 
２ この改正規定実施前に、⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 
（その他） 
３ 経企第 1586 号（平成 27 年 1 ⽉ 27 ⽇）の附則を次のように改めます。 
 （１）第３項から第 8 項をそれぞれ次のように改めます。 
 ３ この附則実施の⽇から平成 27 年５⽉ 31 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（ス 
  マホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。
  以下この附則において同じとします。）に係る定期契約⼜は⼀般契約（⾝体障がい者等割引（料⾦表第１表第１（基本使⽤ 
  料）の１（適⽤）の(2)に規定するものをいいます。）の適⽤を受けているものに限ります。）の締結（当社が提供する電気通信サー
  ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時に、そのＸｉが次の(1)、(2)及び(3)⼜は(4)に定める条件 
  を満たしていることを当社が確認したときは、Ｕ25 応援特割キャンペーン（(3)⼜は(4)の申出により、ファミリーシェアパックの適⽤が開始
  される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 11 暦⽉の間のＸｉ
  カケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプランの基本使⽤料について、それぞれの料⾦⽉に適⽤される基本使⽤ 
  料の料⾦種別に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをいいます。以下この附則において同じとします。）を適⽤し
  ます。 

 
区 分 割 引 額 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 1,350 円
Ｘｉカケホーダイライトプラン 850 円

 
(1) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊すること。 
(2) Ｕ25 応援割（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(4)の２に規定するものをいいます。以下この附則におい

      て同じとします。）の適⽤を受けること。  
(3) ファミリーシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいいます。以下この附則におい

て同じとします。）を選択すること。 
(4) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において 
   同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するも
   のをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の
   (8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がファミリーシェアパックを選択していること。 

  ４ 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオの規定によりＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケ
ホーダイライトプランの基本使⽤料を⽇割するときは、前項に規定する額を⽇割して適⽤します。 

  ５ 当社は、Ｕ25 応援特割キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、Ｕ25 応援特割キャン
   ペーンを廃⽌します。 

(1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外となったとき。 
(2) Ｕ25 応援割の廃⽌があったとき。 
(3) ファミリーシェアパックの廃⽌があったとき。 
(4) そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、そのファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃⽌ 
   があったとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にファミリーシェアパックを選択する場合を除きます。）。 
(5) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 
(6) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(7) 名義変更があったとき。 



(8) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 
  ６ 当社は、Ｕ25 応援特割キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特割キャンペ

ーンの適⽤対象とします。  
ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、 

   Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃 
   ⽌⽇を含む暦⽉の前⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特割（家族）キャンペーンの適⽤対象とします。 
  ７ 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引の適⽤を 
   受けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特割キャンペーンの適⽤対象
   とします。 

 （Ｕ25 応援特割（家族）キャンペーンの適⽤） 
  ８ この附則実施の⽇から平成 27 年５⽉ 31 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（ス
   マホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプランに係る定期契約⼜は⼀般契約（⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているものに限り 
   ます。）の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時に、そのＸ
   ｉが次の(1)及び(2)⼜は(3)に定める条件を満たしていることを当社が確認したときは、Ｕ25 応援特割（家族）キャンペーン（(2)
   ⼜は(3)の申出により、ファミリーシェアパックの適⽤が開始される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始
   ⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 11 暦⽉の間（以下この附則において「キャンペーン対象期間」といいます。）のＸｉカケホーダイ

プラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプランの基本使⽤料について、それぞれの料⾦⽉に適⽤される基本使⽤料の料⾦ 
種別に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適⽤します。 
 

区 分 割 引 額 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 1,350 円

Ｘｉカケホーダイライトプラン 850 円
 
(1) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊すること。 
(2) ファミリーシェアパックを選択すること。 
(3) ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有を選択すること。 

 
（２）第 10 項から第 1３項をそれぞれ次のように改めます。 
  10 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオの規定によりＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケ
   ホーダイライトプランの基本使⽤料を⽇割するときは、第８項に規定する額を⽇割して適⽤します。 
  11 当社は、Ｕ25 応援特割（家族）キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、Ｕ25 応援
   特割（家族）キャンペーンを廃⽌します。 

(1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外となったとき。 
(2) ファミリーシェアパックの廃⽌があったとき。 
(3) Ｕ25 応援割の適⽤を受けることとなったとき。 
(4) そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃⽌があっ

たとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にファミリーシェアパックを選択する場合を除きます。）。 
(5) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 
(6) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(7) 名義変更があったとき。 
(8) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 

  12 当社は、Ｕ25 応援特割（家族）キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特
   割（家族）キャンペーンの適⽤対象とします。 



ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、 
   Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃 
   ⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特割（家族）キャンペーンの適⽤対象とします。 
  13 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引の適⽤を 
   受けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてＵ25 応援特割（家族）キャンペーンの
   適⽤対象とします。 
 
４ 経企第 1665 号（平成 27 年２⽉ 12 ⽇）の附則を次のように改めます。 
 （１）第３項から第 7 項をそれぞれ次のように改めます。 
  ３ この改正規定実施の⽇から平成 28 年３⽉ 31 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、料⾦表第１表第１ 
   （基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉデー
   タプラン（スマホ／タブ）のいずれかに係る定期契約⼜は⼀般契約（⾝体障がい者等割引（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）
   の１（適⽤）の(2)に規定するものをいいます。）の適⽤を受けているものに限ります。）の締結（当社が提供する電気通信サービス
   に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時に、次の(1)⼜は(2)及び(3)の条件を満たしていることを当社が
   確認したときは、光スマホ割キャンペーン（(1)⼜は(2)の申出により、ファミリーシェアパックの適⽤が開始される⽇（以下この項において
   「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 11 暦⽉の間（以下この項において「キャンペーン 
   対象期間」といいます。）のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ／タ 

ブ）の基本使⽤料について、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適⽤します。 
 

区 分 割 引 額 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 1,350 円

Ｘｉカケホーダイライトプラン 350 円
Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 350 円

    
   (1) ファミリーシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいいます。以下この附則におい
      て同じとします。）を選択すること。 
   (2) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において 
      同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するも
      のをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の

(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がファミリーシェアパックを選択していること。 
(3) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊すること。 

  ４ 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオの規定によりＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホー
   ダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）の基本使⽤料を⽇割するときは、前項に規定する額を⽇割して適⽤します。 
  ５ 光スマホ割キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、光スマホ割キャンペーンを廃⽌します。
   (1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ 

／タブ）のいずれか以外となったとき。 
   (2) そのＸｉ契約に基づき、契約者回線の提供を開始した⽇を含む暦⽉の翌々⽉の初⽇にそのＸｉが属する共有回線群を構成 
      するＸｉに特定Ｘｉ等が含まれないことを当社が確認したとき。 

(3) ファミリーシェアパックの廃⽌があったとき。 
(4) そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃⽌があっ

たとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にファミリーシェアパックを選択する⼜は他の共有回線群に係るデータ定額共有を選択 
する場合を除きます。）。 

(5) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 



(6) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(7) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 
(8) その特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約が、当社の定める期⽇までに⼯事を完了できないとき。 

  ６ 当社は、光スマホ割キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料について光スマホ割キャンペーンの適⽤
   対象とします。 

ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、 
   Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）のいずれか以外の基本 

使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料について光スマホ割キャンペーンの適⽤対
象とします。 

  ７ 前項の規定によるほか、定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります）の解除と同時に⼀般契約を締結する場合⼜は定期 
   契約（データ専⽤プランに係るものに限ります）の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引
   の適⽤を受けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料について光スマホ割キャンペーンの適⽤対
   象とします。 
   
 （２）第 10 項から第 14 項をそれぞれ次のように改めます。 
 （光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤） 
  10 この改正規定実施の⽇から平成 28 年３⽉ 31 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、料⾦表第１表第１
   （基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、カケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプ 
   ラン（スマホ／タブ）に係る定期契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を
   除きます。）と同時に、次の(1)⼜は(2)及び(3)の条件（以下この附則において「特例適⽤条件」といいます。）を満たしていることを
   当社が確認したときは、光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーン（その契約締結があった⽇を含む翌暦⽉から、24 暦⽉の間（以下こ
   の項において「キャンペーン対象期間」といいます。）のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、カケホーダイライトプラン⼜はＸｉデー 

タプラン（スマホ／タブ）の基本使⽤料について、各暦⽉に特例対象条件を満たしていると当社が認めるＸｉの数（以下、この附則
において「割引対象回線数」と⾔います。）に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをいいます。以下同じとしま 
す。）を適⽤します。 

 
                                                                         １契約ごとに

区分 割引額 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）及び 
Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 

割 引
適 ⽤
回 線
数 

２回線まで                － 
３回線から30回線まで 700 円 
31 回線以上 1,200 円 

カケホーダイライトプラン ２回線まで    － 
３回線から30回線まで 100 円 
31 回線以上 300 円 

 
 
   (1) ビジネスシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいいます。以下この附則におい
      て同じとします。）を選択すること。 

(2) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において 
   同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するも
   のをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の

(8)の３に規定するものをいいます。）の契約者がビジネスシェアパックを選択していること。 
(3) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊すること。 



  11 前項の規定にかかわらず、当社は、そのＸｉ（基本使⽤料の料⾦種別がＸｉデータプラン（スマホ／タブ）であるものに限りま 
   す。）に係る契約者回線に、当社が定める端末設備以外の端末設備が接続されていることを当社が確認したとき⼜はキャンペーン対
   象期間における各暦⽉において、そのＸｉが特定Ｘｉ等でないこと及びそのＸｉが属する共有回線群を構成する他のＸｉに特定Ｘ
   ｉ等が含まれないことを確認したときは、その確認をした⽇を含む暦⽉の基本使⽤料について、前項に規定する減額を適⽤しません。
  12 光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次の(1)から(6)のいずれかを満たさなくなったときは、光ス
   マホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンを廃⽌します。 
   (1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、カケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ／タ 
      ブ）以外となったとき。 

(2) そのＸｉ契約に基づき、契約者回線の提供を開始した⽇を含む暦⽉の翌々⽉の初⽇にそのＸｉが属する共有回線群を構成 
   するＸｉに特定Ｘｉ等が含まれないことを当社が確認したとき。 
(3) ビジネスシェアパックの廃⽌があったとき。 
(4) ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有を廃⽌したとき（データ定額共有の廃⽌と同時にビジネスシェアパックを選択する場合 
   ⼜は他の共有回線群に係るデータ定額共有を選択する場合を除きます。）。 

   (5) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(6) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 
(7) その特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約が、当社の定める期⽇までに⼯事を完了できないとき。 

  13 当社は、光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料について光スマホ割ｆ
   ｏｒビジネスキャンペーンの適⽤対象とします。ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規 
   定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、カケホーダイライトプラン⼜はＸｉデータプラン（ス
   マホ／タブ）以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料について光スマ

ホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤対象とします。 
  14 前項の規定によるほか、定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります）の解除と同時に⼀般契約を締結する場合⼜は定期 
   契約（データ専⽤プランに係るものに限ります）の解除と同時に⼀般契約を締結するときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の
   前暦⽉までの基本使⽤料について光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤対象とします。 
 
５ 経企第 94 号（平成 27 年４⽉ 16 ⽇）の附則を次のように改めます。 
 （１）第３項を次のように改めます。 
  ３ この改正規定実施の⽇から平成 27 年９⽉ 30 ⽇までの間において、ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するも
   のをいい、そのＦＯＭＡ契約に係る経過期間（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）が３ヶ⽉超であるものであ
   って、そのＦＯＭＡ契約において当社が定める端末設備を利⽤していると当社が認めるものに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ
   契約（基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）及びＸｉカケホーダイライトプラン（料⾦表第１表第１ 
   （基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係るものに限ります。）を 
   締結した者からそのＸｉ契約の締結と同時に申出があったときは、シニアはじめてスマホ割キャンペーン（第６項第３号の規定により、

らくらくパック等（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するらくらくパック、シングルパック⼜はファミリーシェア 
パックをいいます。以下この附則において同じとします。）の適⽤が開始される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）か
ら、適⽤開始⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 23 暦⽉の間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライト
プランの基本使⽤料について、それぞれの料⾦⽉に適⽤される基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適 
⽤する取り扱いをいいます。以下この附則において同じとします。）を適⽤します。 
 
                                                                      １契約ごとに

区 分 割 引 額 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 1,520 円

Ｘｉカケホーダイライトプラン 850 円



 
 （２）第 8 項及び第 10 項をそれぞれ次のように改めます。 
  ８ 当社は、シニアはじめてスマホ割キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、そのＸｉ契約者から、シニアはじめてスマホ割キャンペ

ーンの適⽤を廃⽌する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、シニアはじめてスマホ割キャンペーンの適⽤を廃⽌
します。 

   (1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外となったとき。 
   (2) 第５項の規定により登録した利⽤者を変更⼜は削除したとき。 

(3) らくらくパック等の廃⽌があったとき。 
(4) そのＸｉが共有対象回線である場合であって、そのデータ定額共有の廃⽌があったとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にらく
   らくパック等を選択する場合を除きます。）。 
(5) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 
(6) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(7) 名義変更（新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親⼦その他当社が別に定める基準に適合す 
   る場合を除きます。）があったとき。 
(8) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 

  ９ 当社は、シニアはじめてスマホ割キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてシニアはじめてスマ
   ホ割キャンペーンの適⽤対象とします。 

ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、 
   Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃 
   ⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてシニアはじめてスマホ割キャンペーンの適⽤対象とします。 
  10 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引の適⽤を 
   受けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてシニアはじめてスマホ割キャンペーンの適⽤
   対象とします。 
 
６ 経企第 1140 号（平成 27 年 9 ⽉ 16 ⽇）の附則を次のように改めます。 
 （１）第３項から第 11 項をそれぞれ次のように改めます。 
  ３ この附則実施の⽇から平成 28 年 1 ⽉ 11 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（ス
   マホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいま 
   す。以下この附則において同じとします。）に係る定期契約⼜は⼀般契約（⾝体障がい者等割引（料⾦表第１表第１（基本使 
   ⽤料）の１（適⽤）の(2)に規定するものをいいます。）の適⽤を受けているものに限ります。）の締結（当社が定める協定事業者
   が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合に限ります。）と同時に、そのＸｉが次の(1)及び(2) 
   ⼜は(3)に定める条件を満たしていることを当社が確認したときは、ドコモにチェンジ割キャンペーン（(2)⼜は(3)の申出により、ファミリー
   シングルパック⼜はファミリーシェアパックの適⽤が開始される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を
   含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 11 暦⽉の間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプランの基本使⽤
   料について、それぞれの料⾦⽉に適⽤される基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをい
   います。以下この附則において同じとします。）を適⽤します。 
 

区分 割引額 
定期契約に係るもの 1,350 円 
⼀般契約に係るもの 1,150 円 

 
   (1) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊し、当社に届け出ること。 

(2) ファミリーシングルパック⼜はファミリーシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをい 



います。以下この附則において同じとします。）を選択すること。 
(3) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において 
   同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するも
   のをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の

(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がファミリーシェアパックを選択していること。 
  ４ 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオの規定によりＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケ 

ホーダイライトプランの基本使⽤料を⽇割するときは、前項に規定する額を⽇割して適⽤します。この場合において、⾝体障がい者等割
引の適⽤を受けているときは、前項に規定する額に⾝体障がい者等割引に係る基本使⽤料の割引額を合算して算定します。 

  ５ 当社は、ドコモにチェンジ割キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、ドコモにチェンジ割キャ
   ンペーンを廃⽌します。 

(1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外となったとき。 
(2) シングルパック⼜はファミリーシェアパックの廃⽌があったとき。 
(3) そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、そのファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃⽌ 
   があったとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にファミリーシングルパック⼜はファミリーシェアパックを選択する場合を除きま 

す。）。 
(4) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 
(5) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(6) Ｘｉ契約者が第３項の規定により届け出を⾏った端末設備を利⽤していないことを当社が確認したとき。 
(7) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 

  ６ 当社は、ドコモにチェンジ割キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてドコモにチェンジ割キャン
   ペーンの適⽤対象とします。ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌ 
   ⽇を含む暦⽉において、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が 
   適⽤されるときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてドコモにチェンジ割キャンペーンの適⽤対象とします。 
  ７ 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引の適⽤を 
   受けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてドコモにチェンジ割キャンペーンの適⽤対象
   とします。 
 

（ドコモにチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤） 
  ８ この改正規定実施の⽇から平成 28 年 1 ⽉ 11 ⽇までの間において、当社は、基本使⽤料の料⾦種別が、料⾦表第１表第１ 
   （基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）及びＸｉカケホーダイライトプランに係る定 
   期契約の締結（当社が定める協定事業者が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合に限りま 
   す。）と同時に、次の(1)⼜は(2)及び(3)の条件を満たしていることを当社が確認したときは、ドコモにチェンジ割ｆｏｒビジネスキャン 

ペーン（その契約締結があった⽇を含む翌歴⽉から、24 暦⽉の間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライト
プラン⼜はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）の基本使⽤料について、675 円を減額して適⽤する取り扱いをいいます。以下同じとしま
す。）を適⽤します。 

   (1) Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊し、当社に届け出ること。 
(2) ビジネスシングルパック⼜はビジネスシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいい

ます。以下この附則において同じとします。）を選択すること。 
(3) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において 
   同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するも
   のをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の

(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がビジネスシェアパックを選択していること。 
  ９ 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオの規定によりＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケ 



   ホーダイライトプランの基本使⽤料を⽇割するときは、前項に規定する額を⽇割して適⽤します。 
  10 当社は、ドコモにチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、ドコモ
   にチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンを廃⽌します。 

(1) 基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外となったとき。 
(2) シングルパック⼜はビジネスシェアパックの廃⽌があったとき。 
(3) そのＸｉがビジネスシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、そのビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の廃⽌が
   あったとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にビジネスシングルパック⼜はビジネスシェアパックを選択する場合を除きます。）。 
(4) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(5) Ｘｉ契約者が第８項の規定により届け出を⾏った端末設備を利⽤していないことを当社が確認したとき。 
(6) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 

  11 当社は、ドコモにチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてドコモ 
   にチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤対象とします。 
     ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉において、 
   Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるときは、その廃 
   ⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてドコモにチェンジ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適⽤対象とします。 
 

 


